
二
十
九 

埼
玉
県
特

定
再
生
資
源
屋
外

保
管
業
の
規
制
に

関
す
る
条
例
（
令 

 

和
六
年
埼
玉
県
条

例
第
三
十
四
号
。 

 

以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
条
例
」
と 

 

い
う
。
）
及
び
埼 

 

玉
県
特
定
再
生
資

源
屋
外
保
管
業
の

規
制
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
（
令

和

六

年
埼
玉
県
規

則
第
六
十
四
号
。

以

下

こ
の
項
に
お

い
て
「
規
則
」
と 

 

い
う
。
）
の
施
行 

 

に
関
す
る
事
務 

１ 

条
例
第
二
十
二
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
条

に
規
定
す
る
者
に
対
し
、

必
要
な
報
告
を
求
め
る

こ
と
。 

２ 

条
例
第
二
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
に
、
同
項
に
規
定

す
る
者
の
事
業
場
等
に

立
ち
入
り
、
台
帳
、
帳

簿
、
書
類
そ
の
他
の
物

件
を
検
査
さ
せ
、
又
は

関
係
者
に
質
問
さ
せ
る

こ
と
（
本
庁
に
お
い
て 

 

当
該
事
務
を
所
掌
す
る

場
合
を
除
く
。
）
。 

３ 

条
例
第
二
十
四
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
条

に
規
定
す
る
者
に
対
し
、

県
民
の
生
活
の
安
全
の

確
保
等
を
図
る
た
め
に

必
要
な
指
導
及
び
助
言

を
行
う
こ
と
。 

４ 

条
例
第
二
十
五
条
第 

１ 

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規 

 

定
に
基
づ
き
、
特
定
再
生
資 

 

源
屋
外
保
管
業
の
許
可
の
更

新
を
す
る
こ
と
。 

２ 
条
例
第
十
二
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
軽
微
な
変 

 

更
等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

と
。 

３ 

条
例
第
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
特
定
再
生 

 

資
源
屋
外
保
管
許
可
業
者
の

地
位
の
承
継
の
届
出
を
受
理 

 

す
る
こ
と
。 

４ 

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
特
定
再
生
資
源
屋 

 

外
保
管
業
の
廃
業
等
の
届
出

を
受
理
す
る
こ
と
。 

５ 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
特
定
再
生

資
源
屋
外
保
管
許
可
業
者
に

対
し
、
特
定
再
生
資
源
の
保

管
等
の
方
法
の
改
善
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
旨

の
勧
告
を
す
る
こ
と
。 

 

規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
八
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

     
 

     
 

              



 
 

 
 

 

 

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
再
生
資
源
屋
外
保

管
業
者
か
ら
、
事
故
の 

 

状
況
及
び
講
じ
た
措
置

の
概
要
に
つ
い
て
届
出

を
受
理
す
る
こ
と
。 

５ 

条
例
第
二
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
条
第
一
項
の
措
置
を

講
じ
て
い
な
い
特
定
再

生
資
源
屋
外
保
管
業
者

に
対
し
、
措
置
を
講
ず

べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又 

 

は
事
業
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
停
止
を
命
ず

る
こ
と
。 

６ 

委
任
さ
れ
た
事
務
又

は
専
決
す
る
こ
と
が
で

き
る
事
項
に
関
し
、
条

例
第
二
十
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
関
係
行
政

機
関
又
は
関
係
地
方
公

共
団
体
に
対
し
、
照
会

し
、
又
は
協
力
を
求
め

る
こ
と
。 

６ 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一

項
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た

特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
許

可
業
者
に
対
し
、
勧
告
に
係

る
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を

命
じ
、
又
は
事
業
の
全
部
若

し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず

る
こ
と
。 

７ 

条
例
第
二
十
一
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
規
則
第

二
十
一
条
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
旨
の
確
認
を
す
る

こ
と
。 

８ 
委
任
さ
れ
た
事
務
又
は
専

決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項

に
関
し
て
立
入
検
査
を
す
る

職
員
に
対
し
、
条
例
第
二
十

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身

分
を
示
す
証
明
書
を
交
付
す

る
こ
と
。 

９ 

規
則
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
特
定
再
生
資

源
屋
外
保
管
業
の
許
可
証
を

再
交
付
す
る
こ
と
。 

 

                           
 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


